
指定袋に入れなくてもよい場合・・・・・・・
継続的に発生しない廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず

指定袋に入るもの ：  排出元一箇所・1日につき、総量が70Lの袋で3袋分まで
指定袋に入らないもの ： 排出元一箇所・1日につき、総量が５点まで

下記のごみは、排出できる量を制限しています

※下記の数量以上の量又は継続的に発生するものは産業廃棄物として処理してください

事業系ごみの分け方・出し方のルール

一斗缶は、粗大（不
燃）ごみ、カセット
ボンベ・スプレー缶
は、穴をあけずに、
専用の指定袋で出し
てください。

口をしっかりと結んで出し
てください。
蛍光管等水銀使用製品
は産業廃棄物として処
理してください。　

カセットボンベ・スプレー缶
は、穴をあけずに、
専用の指定袋で
出してください。

カセットボンベ・スプレー缶

カセットコンロ用ボンベ
整髪料・殺虫剤・塗料などのスプレー缶（エアゾール缶）

自己搬入はできません。必ず許可業者に収集を
委託してください。　　　　　

・中身を全部使いきってください。
・穴をあけずに出してください。
・他の粗大（不燃）ごみは入れないでください。

排出するときは、下記の区分を守って下さい。正しく分別されていないごみは収集されません。

令和 2年 4月 1日から
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